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(57)【要約】
【課題】複数の方向からの入力に対してダンパとして機
能し得る弾塑性履歴型ダンパを提供する。
【解決手段】プレート１４，１５の間に平面状を成す二
つの剪断部１１，１１が連結部１２を介して一連に設け
られ、下部構造物２に固定される。プレート１５は、上
部構造物１の横桁１ｂのストッパ１６，１６の間に位置
される。橋軸方向の所定レベル以上の水平力の入力があ
ったとき、上部構造物１のストッパ１６，１６とプレー
ト１５の橋軸直角方向と平行な端面１５ａ，１５ａとが
突き当たり、突き当たったときの衝撃を剪断部１１，１
１が剪断塑性変形することにより減衰させることが出来
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二つの剪断部が連結部を介して一連に設けられていることを特徴とする弾塑性履歴型ダ
ンパ。
【請求項２】
　前記剪断部は、平面状を成すことを特徴とする請求項１記載の弾塑性履歴型ダンパ。
【請求項３】
　前記連結部は、前記剪断部と一体又は別体であることを特徴とする請求項１又は２記載
の弾塑性履歴型ダンパ。
【請求項４】
　前記二つの剪断部の間隔は、前記連結部側に比し、前記連結部とは反対側の端部の方が
狭いことを特徴とする請求項１－３の何れかに記載の弾塑性履歴型ダンパ。
【請求項５】
　前記二つの剪断部の間隔は、一定であることを特徴とする請求項１－３の何れかに記載
の弾塑性履歴型ダンパ。
【請求項６】
　前記二つ剪断部の間隔は、前記連結部側から反対側の端部に向かって鋭角状に漸次広が
るように形成されていることを特徴とする請求項１－３の何れかに記載の弾塑性履歴型ダ
ンパ。
【請求項７】
　前記二つ剪断部の間隔は、前記連結部側から反対側の端部に向かって鈍角状に漸次広が
るように形成されていることを特徴とする請求項１－３の何れかに記載の弾塑性履歴型ダ
ンパ。
【請求項８】
　前記剪断部は、前記連結部と反対側の端部に第一補強部を有することを特徴とする請求
項１－７の何れかに記載の弾塑性履歴型ダンパ。
【請求項９】
　前記第一補強部は、前記剪断部に対して一連に設けられていることを特徴とする請求項
８記載の弾塑性履歴型ダンパ。
【請求項１０】
　前記第一補強部は、前記剪断部と一体又は別体であることを特徴とする請求項９記載の
弾塑性履歴型ダンパ。
【請求項１１】
　前記剪断部及び前記連結部は、基盤上に固設されていることを特徴とする請求項１－１
０の何れかに記載の弾塑性履歴型ダンパ。
【請求項１２】
　前記剪断部及び前記連結部は、相対する基盤間に固設されていることを特徴とする請求
項１－１０の何れかに記載の弾塑性履歴型ダンパ。
【請求項１３】
　前記連結部は、第二補強部によって補強されていることを特徴とする請求項１－１２の
何れかに記載の弾塑性履歴型ダンパ。
【請求項１４】
　前記剪断部と前記連結部は、曲げ加工によって一連に形成されていることを特徴とする
請求項１－１３の何れかに記載の弾塑性履歴型ダンパ。
【請求項１５】
　前記剪断部と該剪断部を補強する前記第一及び／又は第二補強部は、曲げ加工によって
一連に形成されることを特徴とする請求項８又は９に記載の弾塑性履歴型ダンパ。
【請求項１６】
　前記剪断部には、孔部が形成されていることを特徴とする請求項１－１５の何れかに記
載の弾塑性履歴型ダンパ。
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【請求項１７】
　前記孔部は、前記剪断部の外周部に形成されていることを特徴とする請求項１６記載の
弾塑性履歴型ダンパ。
【請求項１８】
　前記孔部は、前記剪断部の外周部の内側に形成されていることを特徴とする請求項１６
又は１７記載の弾塑性履歴型ダンパ。
【請求項１９】
　離間して二つの剪断部が設けられていることを特徴とする弾塑性履歴型ダンパ。
【請求項２０】
　前記剪断部は、基盤上に固設されていることを特徴とする請求項１９記載の弾塑性履歴
型ダンパ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築物や橋梁等において上部構造物と下部構造物との間に設置され、常時や
所定レベルまでの地震に対しては上部構造の変位を拘束するストッパとして機能し、所定
レベル以上の地震に対しては剪断塑性変形することによりダンパとして機能する弾塑性履
歴型ダンパに関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１－３には、橋梁の支承構造に用いられる低降伏点鋼を用いた剪断パネル
型ダンパが記載されている。この剪断パネル型ダンパは、建築物や橋梁等において上部構
造物と下部構造物との間において、下部構造物に固定設置され、常時や所定レベルまでの
地震に対しては上部構造の変位を拘束するストッパとして機能し、所定レベル以上の地震
に対しては剪断塑性変形することによりダンパとして機能する。具体的に、この剪断パネ
ル型ダンパは、水平変位に対し剪断変形が生じるとき、剪断部の履歴減衰を利用して地震
時の振動を低減させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３７５５８８６号公報
【特許文献２】特許第４１９２２２５号公報
【特許文献３】特開２００７－１９８００２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、何れの特許文献の剪断パネル型ダンパにおいても、剪断部を一つしか有
しておらず、所定レベル以上の地震に対して、一方向からの水平力に対してしかダンパと
して機能しない。したがって、例えば、橋軸方向の水平力に対してダンパとして機能する
ように剪断パネル型ダンパを設置した場合に、橋軸方向以外の方向からの水平力が加わる
と、剪断パネル型ダンパは、入力のあった水平力を十分に減衰させることが出来ない。地
震の際に何れの方向から所定レベル以上の水平力の入力があるのかは、予測困難である。
【０００５】
　また、剪断パネル型ダンパの設置に際しては、想定される入力方向に対して高精度にダ
ンパの剪断変形方向を合わせる設置角度設定が必要とされる。
【０００６】
　本発明は、所定レベル以上の地震の際に、複数の方向からの入力に対してダンパとして
機能し得る弾塑性履歴型ダンパを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明に係る弾塑性履歴型ダンパは、二つの剪断部が連結部を介して一連に設けられて
いる。例えば、前記剪断部は、平面状を成す。また、前記連結部は、前記剪断部と一体、
別体の何れであっても良い。
【０００８】
　連結部により一体化された二つの剪断部の形状は、前記二つの剪断部の間隔を、前記連
結部側に比し、前記連結部とは反対側の端部の方を狭くした、所謂馬蹄型であっても良い
。また、前記二つの剪断部の間隔は、一定である略Ｕ字状又はコ字状であっても良い。更
に、前記二つ剪断部の間隔を前記連結部を鋭角又は鈍角として、前記連結部と反対側の端
部に向かって漸次広がるようにした、略Ｖ字状としても良い。
【０００９】
　前記剪断部は、前記連結部と反対側の端部に第一補強部を設けるようにしても良い。こ
の場合、前記第一補強部は、前記剪断部に対して一連に設けられていても良く、更に前記
剪断部と一体（例えば曲げ加工）又は別体（例えば溶接接合）であっても良い。
【００１０】
　また、前記剪断部及び前記連結部は、基盤上に固設し、下部構造物に固定するようにし
ても良い。更に、基盤と相対してプレートを設け、前記剪断部の先端部や前記第一補強部
が上部構造物側のストッパに直接突き当たるのではなく、前記プレートの端面が上部構造
物側のストッパに突き当たるようにしても良い。
【００１１】
　更に、前記連結部は、第二補強部によって補強されていても良い。
【００１２】
　更に、前記剪断部には、貫通した孔部を一つ又は複数形成することも出来る。一つ又は
複数の孔部を設けることによって、低降伏点鋼を用いなくても、通常の鋼材で同様な低降
伏点を実現することが出来る。勿論、低降伏点鋼に前記孔部を形成して、降伏点や座屈点
を調整するようにしても良い。また、衝撃によって、前記剪断部が剪断弾塑性変形した際
に、剪断部にクラック等が発生することを防止出来、更に、前記剪断部の前記基盤との接
合部に形成したときには、溶接箇所を少なくすることも出来る。前記孔部は、前記剪断部
の外周部や、その内側に、貫通孔やスリットによって形成することが出来る。
【００１３】
　また、本発明に係る弾塑性履歴型ダンパは、離間して二つの剪断部が設けられている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明では、二つの剪断部が設けられているので、所定レベル以上の地震の際に、剪断
部が直接又は間接に上部構造物のストッパに突き当たり、突き当たったときの衝撃を剪断
部が剪断弾塑性変形することにより減衰させることが出来る。また、二つの剪断部を連結
部で連結してなるので、より大きな地震時の振動を吸収することが出来る。更に、二つの
剪断部の向きを異ならせることで、一方向だけでなく複数の方向からの地震時の振動を吸
収することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明を適用した弾塑性履歴型ダンパが用いられる橋梁を示す図であり、（Ａ）
は橋軸方向の模式的な断面図、（Ｂ）は橋軸直角方向の斜視図である。
【図２】本発明を適用した弾塑性履歴型ダンパの斜視図である。
【図３】上記弾塑性履歴型ダンパに中心軸線方向から所定レベル以上の入力があったとき
の状態を示す図であり、（Ａ）は入力方向を示す平面図であり、（Ｂ）は斜視図である。
【図４】上記弾塑性履歴型ダンパに中心軸線方向に対して斜めの方向から所定レベル以上
の入力があったときの状態を示す図であり、（Ａ）は入力方向を示す平面図であり、（Ｂ
）は斜視図である。
【図５】馬蹄型の弾塑性履歴型ダンパを示す図であり、（Ａ）は、（Ｂ）の高さ方向中間
部の横断面図であり、（Ｂ）は斜視図である。
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【図６】Ｕ字型の弾塑性履歴型ダンパを示す図であり、（Ａ）は、（Ｂ）の高さ方向中間
部の横断面図であり、（Ｂ）は斜視図である。
【図７】連結部が鋭角のＶ字型の弾塑性履歴型ダンパを示す図であり、（Ａ）は、（Ｂ）
の高さ方向中間部の横断面図であり、（Ｂ）は斜視図である。
【図８】連結部が鈍角のＶ字型の弾塑性履歴型ダンパを示す図であり、（Ａ）は、（Ｂ）
の高さ方向中間部の横断面図であり、（Ｂ）は斜視図である。
【図９】剪断部の先端部に形成された補強部が円筒状に形成された例を示す図であり、（
Ａ）は断面図、（Ｂ）は斜視図である。
【図１０】剪断部の先端部に形成された補強部が十字状に形成された例を示す図であり、
（Ａ）は断面図、（Ｂ）は斜視図である。
【図１１】（Ａ）－（Ｅ）は、剪断部の先端部に形成された補強部の更なる変形例である
。
【図１２】直角の連結部を示す図であり、（Ａ）は断面図、（Ｂ）は斜視図である。
【図１３】連結部の外側に補強部を設けた図であり、（Ａ）は断面図、（Ｂ）は斜視図で
ある。
【図１４】連結部の内側に補強部を設けた図であり、（Ａ）は断面図、（Ｂ）は斜視図で
ある。
【図１５】剪断部の基端部を離間させ連結片で連結した図であり、（Ａ）は断面図、（Ｂ
）は斜視図である。
【図１６】連結部を円筒状にした図であり、（Ａ）は断面図、（Ｂ）は斜視図である。
【図１７】連結部の外側に二つの補強片を設けた図であり、（Ａ）は断面図、（Ｂ）は斜
視図である。
【図１８】矩形状を成す連結部を示す図であり、（Ａ）は断面図、（Ｂ）は斜視図である
。
【図１９】剪断部の基端部を離間させ連結片で連結した図であり、（Ａ）は断面図、（Ｂ
）は斜視図である。
【図２０】馬蹄型の弾塑性履歴型ダンパの剪断部に補強部を形成した図であり、（Ａ）は
横断面図、（Ｂ）は斜視図である。
【図２１】Π型の弾塑性履歴型ダンパの剪断部に補強部を形成した図であり、（Ａ）は横
断面図、（Ｂ）は斜視図である。
【図２２】連結部が鋭角のＶ字型の弾塑性履歴型ダンパの剪断部に補強部を形成した図で
あり、（Ａ）は、横断面図であり、（Ｂ）は斜視図である。
【図２３】連結部を鈍角とし、更に、剪断部と補強部との成す角も鈍角とした弾塑性履歴
型ダンパを示す図であり、（Ａ）は、断面図であり、（Ｂ）は斜視図である。
【図２４】連結部を円筒状とし、剪断部の先端部にも円筒状の補強部を設けた弾塑性履歴
型ダンパを示す図であり、（Ａ）は、断面図であり、（Ｂ）は斜視図である。
【図２５】剪断部に貫通した凹字型の孔部を形成した例を示す図であり、（Ａ）は側面図
、（Ｂ）は正面図である。
【図２６】剪断部に貫通したスリット状の孔部を形成した例を示す図であり、（Ａ）は側
面図、（Ｂ）は正面図である。
【図２７】剪断部のコーナ部に貫通した孔部を形成した例を示す図であり、（Ａ）は側面
図、（Ｂ）は正面図である。
【図２８】剪断部の中央部に貫通した孔部を形成した例を示す図であり、（Ａ）は側面図
、（Ｂ）は正面図である。
【図２９】剪断部の全体に複数の貫通した孔部を形成した例を示す図であり、（Ａ）は側
面図、（Ｂ）は正面図である。
【図３０】連結部を設けずに、二つの剪断部を鋭角のハ字型に配置するとともに、補強部
によって剪断部の両端形状をＴ字状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す図であり、（Ａ）
は、横断面図であり、（Ｂ）は斜視図である。
【図３１】連結部を設けずに、二つの剪断部を鈍角のハ字型に配置するとともに、補強部
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によって剪断部の両端形状をＴ字状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図である。
【図３２】連結部を設けずに、二つの剪断部をＴ字型に配置するとともに、補強部によっ
て剪断部の両端形状をＴ字状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図である。
【図３３】連結部を設けずに、二つの剪断部を略平行に配置するとともに、補強部によっ
て剪断部の両端形状をＴ字状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図である。
【図３４】連結部を設けずに、二つの剪断部を馬蹄状に配置するとともに、補強部によっ
て剪断部の両端形状をＴ字状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図である。
【図３５】連結部を設けずに、二つの剪断部をＵ字状に配置するとともに、補強部によっ
て剪断部の両端形状をＴ字状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図である。
【図３６】連結部を設けずに、二つの剪断部を鋭角又は鈍角のハ字型に配置するとともに
、補強部によって各剪断部をクランク状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図であ
る。
【図３７】連結部を設けずに、二つの剪断部を略平行に配置するとともに、補強部によっ
て各剪断部をクランク状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図である。
【図３８】連結部を設けずに、二つの剪断部を鋭角又は鈍角のハ字型に配置するとともに
、補強部によって各剪断部をコ字状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図である。
【図３９】連結部を設けずに、二つの剪断部を略平行に配置するとともに、補強部によっ
て各剪断部をコ字状に設けた弾塑性履歴型ダンパを示す横断面図である。
【図４０】一方の剪断部が第一のベースプレートと第一のプレート間に固設され、他方の
剪断部が第二のベースプレートと第二のプレート間に固設された弾塑性履歴型ダンパを示
す横断面図であり、（Ａ）は、一方の剪断部の長手方向が第一のベースプレートの長手方
向と異なるように設けるとともに、他方の剪断部の長手方向が第二のベースプレートや第
二のプレートの長手方向と異なるように設けた横断面図であり、（Ｂ）は、略一致するよ
うに設けた横断面図である。
【図４１】第一のベースプレートと第二のベースプレートがベースプレートに固設され、
第一のプレートと第二のプレートがプレートに固設された弾塑性履歴型ダンパを示す横断
面図であり、（Ａ）は、一方の剪断部の長手方向が第一のベースプレートの長手方向と異
なるように設けるとともに、他方の剪断部の長手方向が第二のベースプレートや第二のプ
レートの長手方向と異なるように設けた横断面図であり、（Ｂ）は、略一致するように設
けた横断面図である。
【図４２】弾塑性履歴型ダンパの設置例を示す図であり、（Ａ）は、側面図であり、（Ｂ
）は斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る弾塑性履歴型ダンパについて図面を参照して説明する。なお、以下
、弾塑性履歴型ダンパについて、以下の順に沿って説明する。
【００１７】
　１．橋梁の説明
　２．弾塑性履歴型ダンパの説明
　３．弾塑性履歴型ダンパの変形例１の説明（馬蹄状）
　４．弾塑性履歴型ダンパの変形例２の説明（Ｕ字状）
　５．弾塑性履歴型ダンパの変形例３の説明（鋭角Ｖ字状）
　６．弾塑性履歴型ダンパの変形例４の説明（鈍角Ｖ字状）
　７．弾塑性履歴型ダンパの変形例５の説明（剪断部先端の補強部の変形例）
　８．弾塑性履歴型ダンパの変形例６の説明（連結部の変形例）
　９．弾塑性履歴型ダンパの具体的な構成例の説明
　１０．剪断部に貫通した孔部及び／又はスリットを設けた変形例の説明
　１１．弾塑性履歴型ダンパの変形例７の説明（連結部の省略）
　１２．弾塑性履歴型ダンパの設置例の説明
【００１８】
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　［１．橋梁の説明］
　図１（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、一般に、橋桁等の上部構造物１は、橋脚や橋台と
いった下部構造物２上に設置された支承装置３に支承されている。図１に示すように、支
承装置３には、一般に、固定支承装置３ａと可動支承装置３ｂとがあり、固定支承装置３
ａは、一般に、上部構造物１の回転変形に対応して鉛直荷重を支持しつつ、水平・鉛直方
向の変位を拘束して制限する。可動支承装置３ｂは、一般に、上部構造の回転変形と水平
変位に対応している。ところで、新設橋梁では、橋脚等の下部構造物２の耐震性能が高め
られ、また、反力分散構造や免震構造の採用などが図られている。既設橋梁においても、
下部構造物２の補強や支承取り替えや落橋防止システムの付加などの耐震補強工事が行わ
れている。
【００１９】
　例えば、耐震補強工事では、例えば下部構造物２の水平反力を分散するため、固定支承
装置３ａを、積層ゴム支承や、支承板支承やローラ支承といった金属支承等の可動支承装
置３ｂに交換する作業が行われる。しかし、固定支承装置３ａを可動支承装置３ｂに交換
したときには、上部構造物１の移動量が増大する等の問題が生じ、移動量を制限する必要
がある。本発明に係る弾塑性履歴型ダンパ１０は、例えば、可動支承装置３ｂとの組で、
建築物や橋梁等において、上部構造物１と下部構造物２との間に設置され、下部構造物２
に対する上部構造物１の移動量を制限するようにしている。
【００２０】
　例えば、上部構造物１となる桁は、一対の主桁１ａ，１ａと横桁１ｂとを有している。
そして、既設橋梁において、固定支承装置３ａの下部工耐力が不足している際には、主桁
１ａ，１ａの下部フランジ４と下部構造物２である橋脚との間に、それまで上部構造物１
の鉛直荷重を支持するために設置されていた固定支承装置３ａに替えて可動支承装置３ｂ
が設置される。この際、下部構造物２には、可動支承装置３ｂと組で弾塑性履歴型ダンパ
１０が設置される。主として橋軸方向の所定レベル以上の水平力に対して弾塑性履歴型ダ
ンパ１０を設置するときには、弾塑性履歴型ダンパ１０を上部構造物１の横桁１ｂに設け
られるストッパ１６，１６で囲むように下部構造物２に設置される。これにより、弾塑性
履歴型ダンパ１０は、大きな減衰性能により所定レベル以上の水平力を低減する他、高い
剛性によりゴム支承や免震支承のみの弾性支持に比べ水平変位を小さく抑えることが出来
る。これにより、弾塑性履歴型ダンパ１０は、下部構造物２を縮小出来、また、下部工耐
震補強の縮小が可能となる。また、水平変位が小さくなることで桁遊間を小さくすること
が可能となり、伸縮装置などの形状も小型化出来る。
【００２１】
　なお、詳細は後述するが、弾塑性履歴型ダンパ１０は、必ずしも、可動支承装置３ｂと
の組で用いる必要があるものではない。また、図１のような桁形式の橋梁だけでなく、ア
ーチ橋、トラス橋などの特殊な構造を有する橋梁の端支点、ブレース材の端部や中間部等
にも適用することが出来る。
【００２２】
　［２．弾塑性履歴型ダンパの説明］
　図２に示すように、本発明が適用された弾塑性履歴型ダンパ１０は、二つの剪断部１１
，１１を連結部１２で連結して全体が一連となるように形成されている。このような弾塑
性履歴型ダンパ１０には、剪断部１１，１１に、一般構造用鋼材に比べ延性に富み、降伏
点に対して上下限の規格値を有するため性能安定性に優れた構造用鋼材である低降伏点鋼
を用いることが出来る。また、弾塑性履歴型ダンパ１０には、地震エネルギを塑性歪エネ
ルギによって吸収させるものであるため、地震時には確実に塑性化し、履歴挙動のバラツ
キが小さく、降伏点の許容範囲が狭い低降伏点鋼が好適である。
【００２３】
　低降伏点鋼で形成される剪断部１１，１１は、例えば矩形板状を成し、平面状を成して
いる。そして、一端部は、平面板状の連結部１２に溶接接合等で固定されている。なお、
連結部１２も、低降伏点鋼が用いることが可能である。また、剪断部１１，１１と連結部
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１２とは、一連の低降伏点鋼板を曲げ加工で形成するようにしても良い。剪断部１１，１
１の他端部は、剪断部１１，１１の端部を外側に広げるようにコーナ部を介して補強部１
３，１３が曲げ加工によって形成されている。勿論、補強部１３，１３は、剪断部１１，
１１に対して溶接接合でも良い。補強部１３，１３は、ここでは外側にほぼ９０度折曲さ
れているが、剪断部１１，１１に対して外側に広がっていれば、剪断部１１，１１と成す
角が鋭角であっても鈍角であっても良い。このように、平面板状の連結部１２と一体化さ
れた二つの剪断部１１，１１は、連結部１２の側から補強部１３，１３側に向かって漸次
広がり、略Ｖ字状を成し、ここでは、剪断部１１，１１の延長線の交点が鋭角となるよう
に形成されている。なお、剪断部１１及び連結部１２に、低降伏点鋼を用いることに限定
されるものではなく、一般構造用鋼材等を用いるようにしても良い。
【００２４】
　一体化された剪断部１１，１１と連結部１２は、下部構造物２との取付部の基盤となる
ベースプレート１４に溶接接合等で固設される。このベースプレート１４は、一体化され
た剪断部１１，１１と連結部１２より大きな鋼板であり、矩形状を成す。そして、略Ｖ字
状を成す一体化された剪断部１１，１１と連結部１２は、ベースプレート１４の幅方向中
心線と剪断部１１，１１間の中心線とがほぼ一致する位置に固定される。また、このベー
スプレート１４は、下部構造物２に対してアンカーボルト等で固定される。
【００２５】
　更に、一体化された剪断部１１，１１と連結部１２を挟んでベースプレート１４の反対
側にも、プレート１５が設けられ、プレート１５には、一体化された剪断部１１，１１と
連結部１２が溶接接合等で固定される。このプレート１５は、上部構造物１側に位置する
ものであり、ベースプレート１４と同様なものであっても、異なるものであっても良い。
ここでは、ベースプレート１４と同じものが用いられる。そして、プレート１５には、一
体化された剪断部１１，１１と連結部１２が剪断部１１，１１間の中心線とプレート１５
の幅方向中心線とがほぼ一致する位置に固定される。このプレート１５の短辺側端面、す
なわち橋軸直角方向と平行な端面１５ａ，１５ａは、上部構造物１のストッパと突き当た
る部分となる。
【００２６】
　一方、上部構造物１側は、図１（Ｂ）及び図２に示すように、上部構造物１の横桁１ｂ
にストッパ１６，１６が設けられている。ストッパ１６，１６は、橋軸方向に離間して設
けられ、これらストッパ１６,１６の間に、下部構造物２に固定された弾塑性履歴型ダン
パ１０が配設される。弾塑性履歴型ダンパ１０は、剪断部１１，１１間の中心線を橋軸方
向にして、下部構造物２にアンカーボルト等で固定される。かくして、弾塑性履歴型ダン
パ１０は、主として橋軸方向の所定レベル以上の水平力の入力があったとき、上部構造物
１のストッパ１６，１６とプレート１５の橋軸直角方向と平行な端面１５ａ，１５ａとが
突き当たり、突き当たったときの衝撃を剪断部１１，１１や連結部１２が剪断塑性変形す
ることにより減衰させる。
【００２７】
　具体的に、図３（Ａ）に示すように、弾塑性履歴型ダンパ１０は、橋軸方向の入力があ
ったとき、図３（Ｂ）に示すように、連結部１２のベースプレート１４側の角近傍の剪断
部１１，１１及び連結部１２が塑性変形して振動を減衰させる。なお、連結部１２のベー
スプレート１４側の角近傍の剪断部１１，１１及び連結部１２の変形の程度は、橋軸方向
の入力の場合、入力の大きさによって異なることになる。
【００２８】
　また、図４（Ａ）に示すように、橋軸に対して斜めの方向から所定レベル以上の入力が
あったときには、図４（Ｂ）に示すように、入力のあった方向と近い剪断部１１が大きく
塑性変形し振動を減衰させる。なお、図４の例では、橋軸に対して１０°傾いた方向から
入力があった状態を示している。連結部１２のベースプレート１４側の角近傍の剪断部１
１，１１及び連結部１２の変形の程度は、入力の角度や入力の大きさによって異なること
になる。
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【００２９】
　以上のような弾塑性履歴型ダンパ１０は、二つの剪断部１１，１１を有しているので、
剪断部が一つの場合に比べ、より大きな振動を吸収することが出来る。また、剪断部１１
，１１がＶ字状に開くように形成されているので、例えば、剪断部１１，１１間の中心線
が橋軸方向となるように設置されたときにも、橋軸方向からの入力だけでなく、橋軸に対
して斜めの方向からの振動も減衰させることが出来る。
【００３０】
　更に、弾塑性履歴型ダンパ１０は、二つの剪断部１１，１１を有し、剪断部１１，１１
間の中心線（橋軸方向）に対して斜めの方向からの振動も減衰させることが出来、剪断部
が一つの場合に比べ、入力の許容範囲及び許容角度が広く、入力に対して尤度があるので
、弾塑性履歴型ダンパ１０を橋梁に取り付ける際に、例えば、剪断部１１，１１間の中心
線が橋軸方向に対してずれ及び／又は傾いていても、振動を減衰させることが出来る。し
たがって、弾塑性履歴型ダンパ１０は、剪断部が一つの場合に比べ、据付誤差を吸収する
ことが出来、施工性が良い。よって、弾塑性履歴型ダンパ１０は、剪断部が一つの場合に
比べ、例えば、既設橋梁に後付けする場合や、斜角のついた桁や曲線桁や支点部に斜角の
付いた桁等に用いる場合に有効である。
【００３１】
　更に、弾塑性履歴型ダンパ１０は、二つの剪断部１１，１１を有しているので、剪断部
が一つの場合に比べ、剪断部１１の高さを低くすることが出来る。更に、剪断部１１の高
さを低くすることが出来るので、基部に生じる曲げモーメントを少なくすることが出来、
ベースプレート１４、プレート１５及びアンカーボルト等に対する負荷を低減することが
出来る。したがって、弾塑性履歴型ダンパ１０は、ベースプレート１４及びプレート１５
の厚さを薄くすることが出来、アンカーボルトの径を小さくすることが出来る。更に、弾
塑性履歴型ダンパ１０は、剪断部１１の高さを低くすることが出来、ベースプレート１４
及びプレート１５の厚さを薄くすることが出来るので、剪断部が一つの場合に比べ、全高
を低くすることが出来る。これにより、弾塑性履歴型ダンパ１０は、上部構造物１や下部
構造物２等の狭い隙間にも配置することが出来、狭隘部での作業性が良く、施工性が良い
。更に、下部構造物２に例えばブラケット等を配置する場合も、下部構造物２の付近に設
けることが出来る。
【００３２】
　なお、以上の例では、主として橋軸方向の振動を減衰させる弾塑性履歴型ダンパ１０の
設置例を説明したが、弾塑性履歴型ダンパ１０は、橋軸直角方向の振動を減衰させるため
にも使用することが出来る。この場合、弾塑性履歴型ダンパ１０は、橋軸直角方向に上部
構造物１に離間して設けられたストッパ１６，１６間に、剪断部１１，１１間の中心線が
橋軸直角方向となるように設置される。これにより、弾塑性履歴型ダンパ１０は、橋軸直
角方向の振動を減衰させることが出来る他に、橋軸直角方向に対して斜めの方向の振動も
減衰させることが出来る。更に、弾塑性履歴型ダンパ１０の設置に際しては、想定される
入力方向に対して高精度に弾塑性履歴型ダンパ１０の剪断変形方向を合わせる設置角度に
自由度を持たせることが出来る。
【００３３】
　更に、弾塑性履歴型ダンパ１０としては、ベースプレート１４やプレート１５を省略し
ても良い。ベースプレート１４を省略したときには、下部構造物２に一体化された剪断部
１１，１１と連結部１２を固定するようにすれば良い。また、プレート１５を省略したと
きには、剪断部１１，１１の先端部や補強部１３，１３が直接ストッパ１６，１６に突き
当たるようにすれば良い。このようにすることで、弾塑性履歴型ダンパ１０の部品点数の
削減を図ることが出来る。勿論、ベースプレート１４やプレート１５を用いた方が、性能
の安定性が向上する点で好ましい。
【００３４】
　［３．弾塑性履歴型ダンパの変形例１の説明（馬蹄状）］
　図２－図４に示す例では、剪断部１１，１１と連結部１２とがＶ字状を成す場合を説明
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したが、図５に示すように、弾塑性履歴型ダンパ１０は、剪断部１１，１１と連結部１２
とが馬蹄状を成していても同様な効果を得ることが出来る。すなわち、図５の例では、剪
断部１１，１１の間隔が連結部１２側に比し、連結部１２とは反対側の端部の間隔の方が
短くなるように形成されている。この場合、二つの剪断部１１，１１は、平面板状であっ
ても良いし、曲面板状を成していても良い。また、この例では、一枚の低降伏点鋼板を曲
げ加工して、馬蹄状に形成するようにしても良い。曲げ加工の場合には、剪断部１１，１
１と連結部１２とを溶接する必要がなくなり、生産効率の向上を図ることが出来る。また
、連結部１２は、ここでは、湾曲しているが、図２－図４のように平板状であっても良い
。
【００３５】
　［４．弾塑性履歴型ダンパの変形例２の説明（Ｕ字状）］
　図６（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、弾塑性履歴型ダンパ１０は、剪断部１１，１１と
連結部１２とがＵ字状を成していても同様な効果を得ることが出来る。すなわち、図６（
Ａ）及び（Ｂ）の例では、二つの剪断部１１，１１の間隔が一定となっており、連結部１
２が湾曲して形成されている。特に、Ｕ字状の場合には、剪断部１１，１１が二つ設けら
れているので、より大きな振動吸収することができる。また、橋軸方向に対して斜めの入
力に対しても、剪断部１１，１１と連結部１２とで減衰させることが出来る。勿論、連結
部１２は平板状であっても良い。このような図６（Ａ）及び（Ｂ）の例にあっても、Ｕ字
状の剪断部１１，１１と連結部１２は、曲げ加工によって形成することが出来る。
　［５．弾塑性履歴型ダンパの変形例３の説明（鋭角Ｖ字状）］
【００３６】
　図７（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、弾塑性履歴型ダンパ１０は、全体を略Ｖ字状に形
成し、剪断部１１，１１を連結する連結部１２を鋭角としても同様な効果を得ることが出
来る。すなわち、剪断部１１，１１は、連結部１２から先端部に向かって漸次広がるよう
に形成される。このような図７の例にあっても、剪断部１１，１１と連結部１２は、曲げ
加工によって形成することが出来る。特に、剪断部１１，１１を略Ｖ字状としたときには
、橋軸に対して斜めの方向からの入力を効果的に減衰させることが出来る。なお、この例
では、連結部１２が鋭角を成していれば、剪断部１１，１１は、平面でなく曲面であって
も良い。
【００３７】
　［６．弾塑性履歴型ダンパの変形例４の説明（鈍角Ｖ字状）］
　図８（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、弾塑性履歴型ダンパ１０は、全体を略Ｖ字状に形
成し、剪断部１１，１１を連結する連結部１２を鈍角としても同様な効果を得ることが出
来る。すなわち、剪断部１１，１１は、連結部１２から先端部に向かって漸次広がるよう
に形成される。このような図８（Ａ）及び（Ｂ）の例にあっても、剪断部１１，１１と連
結部１２は、曲げ加工によって形成することが出来る。特に、剪断部１１，１１を略Ｖ字
状としたときには、橋軸に対して斜めの方向からの入力を効果的に減衰させることが出来
る。そして、連結部１２の角度の設定によって、効果的に減衰出来る入力の方向を設定す
ることが出来る。なお、この例では、連結部１２が鈍角を成していれば、剪断部１１，１
１は、平面でなく曲面であっても良い。
【００３８】
　［７．弾塑性履歴型ダンパの変形例５の説明（剪断部先端の補強部の変形例）］
　ところで、図２－図４に示す弾塑性履歴型ダンパ１０は、剪断部１１，１１の先端部の
補強部１３，１３が略９０度外側に開いた場合を説明したが、この補強部１３，１３は、
図９（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、円筒状であっても良い。また、図１０（Ａ）及び（
Ｂ）に示すように、補強部１３，１３は、剪断部１１，１１の先端部とほぼ直角に交差す
る補強片１３ａで形成し、十字状としても良い。この場合、補強片１７，１７は、剪断部
１１，１１の先端部の相対する面のそれぞれに溶接接合される。勿論、前述の交差部は、
必ずしも直角である必要はなく、剪断部が剪断変形する際に、剪断部の先端部が面外変形
を来したり、座屈することを防止することが出来るように構成されていれば特に限定され
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るものではない。
【００３９】
　更に、図１１（Ａ）に示すように、補強部１３，１３は、剪断部１１，１１の先端部に
、剪断部１１，１１の厚さ方向の両側に張り出すように、補強部１３，１３を構成する平
板状の補強板を溶接接合し、先端形状がＴ字状を成すようにしても良い。また、図１１（
Ｂ）に示すように、補強部１３，１３は、平板状の補強板を外側にのみ張り出すように溶
接接合し、先端形状がＬ字状を成すようにしても良い。なお、図１１（Ｂ）の補強部１３
，１３は、剪断部１１，１１の先端部を折り曲げて形成するようにしても良い。更に、図
１１（Ｃ）に示すように、剪断部１１，１１の先端部よりやや基端側に、補強部１３，１
３を構成する補強板を外側に張り出すように溶接接合するようにしても良い。更に、図１
１（Ｄ）に示すように、補強部１３，１３は、外側に張り出すように形成される際、剪断
部１１，１１と成す角が、図１１（Ａ）－（Ｄ）の直角の場合と異なり、鋭角となるよう
にしても良い。勿論、この例の変形例として、補強部１３，１３と剪断部１１，１１とが
成す角を鈍角とすることもできる。更に、図１１（Ｅ）に示すように、補強部１３，１３
と剪断部１１，１１とが成す角を円弧面で構成するようにしても良い。
【００４０】
　［８．弾塑性履歴型ダンパの変形例６の説明（連結部の変形例）］
　図２－図４に示す弾塑性履歴型ダンパ１０は、剪断部１１，１１を連結する連結部１２
が平板状に形成されているが、図１２（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、連結部１２を略直
角に形成するようにしても良い。すなわち、連結部１２は、平板状に形成しても良いし、
曲面で形成しても良いし、更に、図７（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、鋭角を成すように
形成しても良いし、図８（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、鈍角を成すように形成しても良
い。
【００４１】
　更に、剪断部１１，１１を連結する連結部１２にも、補強部１７を形成するようにして
も良い。図１３（Ａ）及び（Ｂ）に示す例では、連結部１２の外側に補強部１７となる補
強片１７ａを形成している。この場合、補強片１７ａは、剪断部１１，１１間の中心線の
延長線上となるように形成すると良い。この補強片１７ａは、例えば、剪断部１１，１１
で構成される連結部１２に対して溶接接合等で固定される。この例において、剪断部１１
，１１を連結する連結部１２は、鋭角、直角、鈍角の何れであっても良い。また、図１４
（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、補強部１７は、連結部１２の内側に、二つの剪断部１１
，１１の基端部に架け渡すように形成しても良い。すなわち、補強片１７ｂは、二つの剪
断部１１，１１の連結部１２側に補強片１７ｂを架け渡すように溶接接合される。
【００４２】
　更に、図１５（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、連結部１２は、剪断部１１，１１の互い
の基端部を離間させて、連結片１２ａで連結するようにしても良い。この場合、連結片１
２ａは、各端部が各剪断部１１，１１の内側の面に溶接接合される。更に、連結部１２は
、図１６（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、円筒体１２ｂで構成し、円筒体１２ｂの外周面
に、剪断部１１，１１の基端部を溶接接合するようにしても良い。更に、連結部１２は、
図１７（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、一方の剪断部１１の基端部と他方の剪断部１１の
基端部とが交差するように十字状に形成するようにしても良い。この場合、例えば、一方
の剪断部１１ａの基端部に、他方の剪断部１１ｂの基端部を溶接接合する。この際、一方
の剪断部１１ａの端面よりやや内側に他方の剪断部１１ｂの基端部を溶接接合し、ここを
連結部１２とする。そして、一方の剪断部１１ａの先端に形成され補強片１２ｃと同じ長
さの補強片１２ｄを、一方の剪断部１１ａに溶接接合して他方の剪断部１１の延長線上に
形成する。更に、図１８（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、連結部１２は、連結部１２を平
板状に形成し、また、互いの剪断部１１，１１が平行になるようにして、連結部１２が矩
形状を成すようにしても良い。すなわち、この場合、一体化された剪断部１１，１１と連
結部１２は、矩形状を成すことになる。更に、図１９（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、剪
断部１１，１１は、基端部を平板状の連結部１２に離間させて、外側に開くように溶接接
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合しても良い。この場合、連結部１２に形成された剪断部１１，１１の基端部より外側が
補強部１７，１７として機能する。
【００４３】
　［９．弾塑性履歴型ダンパの具体的な構成例の説明］
　図２０（Ａ）及び（Ｂ）の例は、図５に示した馬蹄型の弾塑性履歴型ダンパ１０の剪断
部１１，１１の先端部に、先端よりやや基端側に、外側に張り出すように平板状の補強板
を形成し、補強部１３，１３としても良い（図１１（Ｂ）参照）。図２１（Ａ）及び（Ｂ
）の例は、平板状の連結部１２に、剪断部１１，１１を略平行に形成し、剪断部１１，１
１の基端部から先端部に亘って間隔を一定にしても良い。この際、剪断部１１，１１の先
端部には、外側に張り出す補強部１３，１３を溶接接合によって形成しても良い。勿論、
補強部１３，１３は、溶接ではなく、剪断部１１，１１の先端部を折り曲げて形成しても
良い。また、連結部１２は、剪断部１１，１１の基端部より外側にはみ出した部分が補強
部１７，１７となる。なお、補強部１３，１３と剪断部１１，１１とが成す角は、直角だ
けでなく、鋭角でも鈍角でも良い。図２２（Ａ）及び（Ｂ）の例は、全体を略Ｖ字状に形
成し、剪断部１１，１１を連結する連結部１２を鋭角とし、剪断部１１，１１の先端部に
、外側に張り出すように補強部１３，１３を形成している。ここでの補強部１３，１３は
、溶接接合でも良いが、曲げ加工によって形成されている。
【００４４】
　図２３（Ａ）及び（Ｂ）の例は、剪断部１１，１１が連結される連結部１２を曲面で形
成し、剪断部１１，１１が成す連結部１２の角を鈍角にしている。更に、剪断部１１，１
１の先端部の補強部１３，１３は、外側に、剪断部１１，１１に対して一連の弧状の曲面
を成すように形成されている。更に、図２４（Ａ）及び（Ｂ）の例に示すように、本発明
の弾塑性履歴型ダンパは、連結部１２を円筒状に形成し（図１６参照）、剪断部１１，１
１が成す角が鈍角となるようにし、更に、剪断部１１，１１の先端部に円筒状の補強部１
３，１３を形成するようにしても良い（図９参照）。
【００４５】
　［１０．剪断部に貫通した孔及び／又はスリットを設けた変形例の説明］
　ここでは、剪断部１１，１１に貫通した孔部を設けた変形例を、図２－図４で示した弾
塑性履歴型ダンパ１０を例に説明する。一つ又は複数の孔部を設けたときには、低降伏点
鋼を用いなくても、通常の鋼材で同様な低降伏点を実現することが出来る。勿論、低降伏
点鋼に前記孔部を形成して、降伏点や座屈点を調整するようにしても良い。
【００４６】
　図２５（Ａ）及び（Ｂ）の例では、二つの剪断部１１，１１に、剪断部１１，１１とベ
ースプレート１４との接合部及び／又は剪断部１１とプレート１５との接合部となる側縁
部を切り欠いた孔部２１が断続して複数形成されている。剪断部１１，１１は、ベースプ
レート１４との接合部及び／又はプレート１５との接合部に形成されることで、ベースプ
レート１４との接合部及び／又はプレート１５との溶接部分を減らすことが出来る。また
、剪断部１１，１１は、複数の孔部２１が形成されることによって、例えば剪断部１１，
１１に低降伏点鋼を用いなくても、通常の鋼材で低降伏点鋼のような剪断変形をさせるこ
とが出来る。なお、孔部２１の形状は、凹字型、半円型等どの様な形状であっても良い。
また、孔部２１の数や大きさは、用途に応じて適宜決定すればよい。また、孔部２１は、
剪断部１１，１１の連結部１２及び／又は補強部１３との境界の部分に形成するようにし
ても良い。
【００４７】
　図２６（Ａ）及び（Ｂ）は、図２５の変形例であり、剪断部１１，１１とベースプレー
ト１４との接合部及び／又は剪断部１１とプレート１５との接合部となる側縁部に、スリ
ット状の孔部２２を形成するようにしている。また、剪断部１１，１１は、連結部１２及
び補強部１３との境界の部分にもスリット状の孔部２２を形成することも出来る。このよ
うな図２６の例によっても、ベースプレート１４との接合部及び／又はプレート１５との
溶接部分を減らすことが出来、また、剪断部１１，１１に低降伏点鋼を用いなくても、通
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常の鋼材で低降伏点鋼のような剪断変形をさせることが出来る。なお、孔部２２を設ける
位置は、これら四カ所の内少なくとも一カ所に設けるようにすれば、特に限定されるもの
ではない。例えば、スリット状の孔部２２は、縦二本でも良いし、横二本でも良い。また
、各スリット状の孔部２２は、長手方向の両側が円弧状を成していても良い。
【００４８】
　図２７（Ａ）及び（Ｂ）も、図２５及び図２６の変形例であり、剪断部１１，１１とベ
ースプレート１４との接合部及び／又は剪断部１１とプレート１５との接合部の一部とな
るコーナ部に、スリット状の孔部２３を形成するようにしている。このような図２７の例
によっても、ベースプレート１４との接合部及び／又はプレート１５との溶接部分を減ら
すことが出来、また、剪断部１１，１１に低降伏点鋼を用いなくても、通常の鋼材で低降
伏点鋼のような剪断変形をさせることが出来る。なお、孔部２３を設ける位置は、これら
四カ所のうち少なくとも一カ所に設けるようにすれば、特に限定されるものではない。例
えば、上二個でも良いし、下二個であっても良いし、前面側二個でも良いし、背面側二個
でも良い。また、孔部２３の形状は、扇状に限定されるものではなく、例えば矩形状であ
っても良い。
【００４９】
　図２８（Ａ）及び（Ｂ）は、剪断部１１，１１の略中央部に、貫通した孔部２４を形成
することも出来る。このような図２８の例によっても、剪断部１１，１１に低降伏点鋼を
用いなくても、通常の鋼材で低降伏点鋼のような剪断変形をさせることが出来る。なお、
孔部２４の形状としては、円形の他、三角形、四角形、五角形等の多角形であっても良い
し、十字状、×字状のスリットであっても良い。
【００５０】
　図２９（Ａ）及び（Ｂ）は、剪断部１１，１１の全体に、貫通した孔部２５を形成する
。このような図２９の例によっても、剪断部１１，１１に低降伏点鋼を用いなくても、通
常の鋼材で低降伏点鋼のような剪断変形をさせることが出来る。特に、剪断部１１，１１
の全体に複数の孔部２５を形成したときには、剪断変形に伴う座屈屈曲によるクロスクラ
ックの発生を防止することが出来る。なお、孔部２５のそれぞれの形状としては、円形の
他、三角形、四角形、五角形等の多角形であっても良いし、十字状、Ｘ字状等のスリット
であっても良いし、これらの組み合わせであっても良い。
【００５１】
　更に、図２５や図２６に示すように、剪断部１１とベースプレート１４との接合部及び
／又は剪断部１１とプレート１５との接合部となる側縁部に、孔部２１，２２を設けた上
で、更に、図２８のような孔部２４を中央部に設けても良いし、図２９に示すように、剪
断部１１，１１の全体に亘って複数の孔部２５を設けるようにしても良い。
【００５２】
　［１１．弾塑性履歴型ダンパの変形例７の説明（連結部の省略）］
　図２－図２９に示した弾塑性履歴型ダンパ１０は、二つの剪断部１１，１１を連結部１
２で連結して全体が一連となるように形成されているが、図３０～図３９に示すように、
連結部１２を省略して、剪断部１１，１１の基端部を離間させるようにしても良い。
【００５３】
　具体的に、図３０に示す弾塑性履歴型ダンパ１０は、剪断部１１，１１が二つ設けられ
ており、二つの剪断部１１，１１の間隔が基端部側から先端部側に向かって鋭角状に漸次
広がるように形成されている。すなわち、図３０に示す弾塑性履歴型ダンパ１０は、二つ
の剪断部１１，１１が向きを異ならせて設けられている。更に、図３０に示す弾塑性履歴
型ダンパ１０は、剪断部１１，１１の先端部及び基端部に、剪断部１１，１１の厚さ方向
の両側に張り出すように、補強部１３，１３を構成する平板状の補強板が溶接接合されて
、剪断部１１，１１の両端形状がＴ字状を成すように形成されている。更に、図３０に示
す弾塑性履歴型ダンパ１０は、剪断部１１，１１が相対するベースプレート１４とプレー
ト１５間に固設されている。
【００５４】
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　以上のような図３０に示す弾塑性履歴型ダンパ１０であっても、剪断部１１，１１が二
つ設けられているので、より大きな振動を吸収することができる。また、図３０に示す弾
塑性履歴型ダンパ１０では、二つの剪断部１１，１１が向きを異ならせて設けられている
ので、橋軸方向に対して斜めの入力に対しても、剪断部１１，１１で減衰させることが出
来る。
【００５５】
　なお、図３１に示すように、弾塑性履歴型ダンパ１０は、二つの剪断部１１，１１の間
隔が基端部側から先端部側に向かって鈍角状に漸次広がるように形成しても良い。更に、
図３２に示すように、弾塑性履歴型ダンパ１０は、二つの剪断部１１，１１が略直交して
Ｔ字状を成すように形成しても良い。
【００５６】
　更に、図３３に示すように、弾塑性履歴型ダンパ１０は、二つの剪断部１１，１１が向
きを異ならせて設けられることに限定されるものではなく、二つの剪断部１１，１１の基
端部から先端部に亘って平行で間隔が一定となるように形成しても良い。
【００５７】
　また、図３４に示す弾塑性履歴型ダンパ１０は、剪断部１１，１１が二つ設けられてお
り、二つの剪断部１１，１１の間隔が基端部側に比して先端部側の方が狭くなるとともに
、先端部側が内側に湾曲して、剪断部１１，１１が馬蹄状を成すように形成されている。
すなわち、図３４に示す弾塑性履歴型ダンパ１０は、二つの剪断部１１，１１が向きを異
ならせて設けられている。更に、図３４に示す弾塑性履歴型ダンパ１０は、剪断部１１，
１１の先端部及び基端部に、剪断部１１，１１の厚さ方向の両側に張り出すように、補強
部１３，１３を構成する平板状の補強板が溶接接合されて、剪断部１１，１１の両端形状
がＴ字状を成すように形成されている。更に、図３４に示す弾塑性履歴型ダンパ１０は、
剪断部１１，１１が相対するベースプレート１４とプレート１５間に固設されている。
【００５８】
　以上のような図３４に示す弾塑性履歴型ダンパ１０であっても、剪断部１１，１１が二
つ設けられているので、より大きな振動を吸収することができる。また、図３４に示す弾
塑性履歴型ダンパ１０では、二つの剪断部１１，１１が向きを異ならせて設けられている
ので、橋軸方向に対して斜めの入力に対しても、剪断部１１，１１で減衰させることが出
来る。
【００５９】
　なお、図３５に示すように、弾塑性履歴型ダンパ１０は、二つの剪断部１１，１１の基
端部側の平行で間隔が一定となっているとともに、先端部側が内側に湾曲して、剪断部１
１，１１がＵ字状を成すように形成しても良い。
【００６０】
　また、図３６に示す弾塑性履歴型ダンパ１０は、剪断部１１，１１が二つ設けられてお
り、二つの剪断部１１，１１の間隔が基端部側から先端部側に向かって鋭角状又は鈍角状
に漸次広がるように形成されている。すなわち、図３６に示す弾塑性履歴型ダンパ１０は
、二つの剪断部１１，１１が向きを異ならせて設けられている。更に、図３６に示す弾塑
性履歴型ダンパ１０は、剪断部１１，１１の先端部に、外側にのみ張り出すように、補強
部１３ｂ，１３ｂを構成する平板状の補強板が溶接接合されて、剪断部１１，１１の先端
形状がＬ字状を成すように形成されている。更に、図３６に示す弾塑性履歴型ダンパ１０
は、剪断部１１，１１の基端部に、内側にのみ張り出すように、補強部１３ｃ，１３ｃを
構成する平板状の補強板が溶接接合されて、剪断部１１，１１の基端形状がＬ字状を成す
ように形成されている。更に、図３６に示す弾塑性履歴型ダンパ１０は、剪断部１１，１
１が相対するベースプレート１４とプレート１５間に固設されている。
【００６１】
　以上のような図３６に示す弾塑性履歴型ダンパ１０であっても、剪断部１１，１１が二
つ設けられているので、より大きな振動を吸収することができる。また、図３６に示す弾
塑性履歴型ダンパ１０では、二つの剪断部１１，１１が向きを異ならせて設けられている
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ので、橋軸方向に対して斜めの入力に対しても、剪断部１１，１１で減衰させることが出
来る。
【００６２】
　なお、弾塑性履歴型ダンパ１０は、二つの剪断部１１，１１が向きを異ならせて設けら
れることに限定されるものではなく、図３７に示すように、二つの剪断部１１，１１の基
端部から先端部に亘って平行で間隔が一定となるように形成しても良い。
【００６３】
　また、図３８に示す弾塑性履歴型ダンパ１０は、剪断部１１，１１が二つ設けられてお
り、二つの剪断部１１，１１の間隔が基端部側から先端部側に向かって鋭角状又は鈍角状
に漸次広がるように形成されている。すなわち、図３８に示す弾塑性履歴型ダンパ１０は
、二つの剪断部１１，１１が向きを異ならせて設けられている。更に、図３８に示す弾塑
性履歴型ダンパ１０は、剪断部１１，１１の先端部及び基端部に、外側にのみ張り出すよ
うに、補強部１３，１３を構成する平板状の補強板が溶接接合されて、剪断部１１，１１
がコ字状を成すように形成されている。更に、図３８に示す弾塑性履歴型ダンパ１０は、
剪断部１１，１１が相対するベースプレート１４とプレート１５間に固設されている。
【００６４】
　以上のような図３８に示す弾塑性履歴型ダンパ１０であっても、剪断部１１，１１が二
つ設けられているので、より大きな振動を吸収することができる。また、図３８に示す弾
塑性履歴型ダンパ１０では、二つの剪断部１１，１１が向きを異ならせて設けられている
ので、橋軸方向に対して斜めの入力に対しても、剪断部１１，１１で減衰させることが出
来る。
【００６５】
　なお、弾塑性履歴型ダンパ１０は、二つの剪断部１１，１１が向きを異ならせて設けら
れることに限定されるものではなく、図３９に示すように、二つの剪断部１１，１１の基
端部から先端部に亘って平行で間隔が一定となるように形成しても良い。
【００６６】
　なお、図３０～図３９に示した弾塑性履歴型ダンパ１０は、剪断部１１，１１が同一の
ベースプレート１４とプレート１５間に固設されることに限定されるものではなく、例え
ば、図４０（Ａ）及び図４０（Ｂ）に示すように、一方の剪断部１１が相対する第一のベ
ースプレート１４ｂと第一のプレート１５ｂ間に固設され、他方の剪断部１１が相対する
第二のベースプレート１４ｃと第二のプレート１５ｃ間に固設されるようにしても良い。
【００６７】
　この際、図４０（Ａ）に示すように、一方の剪断部１１の長手方向が第一のベースプレ
ート１４ｂや第一のプレート１５ｂの長手方向と異なるように設けるとともに、他方の剪
断部１１の長手方向が第二のベースプレート１４ｃや第二のプレート１５ｃの長手方向と
異なるように設けるようにしても良く、図４０（Ｂ）に示すように、略一致するように設
けるようにしても良い。
【００６８】
　更に、図４１（Ａ）及び図４１（Ｂ）に示すように、図４０（Ａ）及び図４０（Ｂ）に
示した弾塑性履歴型ダンパ１０は、更に、第一のベースプレート１４ｂと第二のベースプ
レート１４ｃがベースプレート１４に固設され、第一のプレート１５ｂと第二のプレート
１５ｃがプレート１５に固設されるようにしても良い。
【００６９】
　更に、図３０～図４１に示す弾塑性履歴型ダンパ１０は、剪断部１１，１１の先端部及
び基端部がＴ字状やＬ字状を成すように形成されることに限定されるものではなく、例え
ば、図９（Ａ）及び図９（Ｂ）、図１０（Ａ）及び図１０（Ｂ）、図１１（Ａ）～図１１
（Ｅ）に示すように、他の形状及び形成方法で形成するようにしても良い。
【００７０】
　［１２．弾塑性履歴型ダンパの設置例の説明］
　弾塑性履歴型ダンパ１０は、図１及び図２に示した桁橋の他に、ビル鉄骨、橋梁、鉄道
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橋等にも用いることが出来る。例えば、図４２（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、構造物の
フレーム横梁や橋梁の横支材等５１と、ブレース材５３の一端が取り付けられ、鉄骨構造
の節点に集まる部材相互の接合に用いるガセットプレート５２との間（ダンパー配置箇所
）に弾塑性履歴型ダンパ１０を取り付けることが出来る。この場合、弾塑性履歴型ダンパ
１０は、剪断部１１，１１の間の方向からの水平力を、剪断部１１，１１が剪断塑性変形
することにより減衰させることが出来る。
【符号の説明】
【００７１】
１　上部構造物、１ａ　主桁、１ｂ　横桁、２　下部構造物、３　支承装置、３ａ　固定
支承装置、３ｂ　可動支承装置、４　下部フランジ４、１０　弾塑性履歴型ダンパ、１１
（１１ａ，１１ｂ）　剪断部、１２　連結部、１２ａ　連結片、１２ｂ　円筒体、１２ｃ
　補強片、１２ｄ　補強片、１３　補強部、１３ａ　補強片、１３ｂ　補強部、１３ｃ　
補強部、１４　ベースプレート、１５　プレート、１５ａ　端面、１６　ストッパ、１７
　補強部、１７ａ　補強片、１７ｂ　補強片、２１－２５　孔部、５１　構造物のフレー
ム横梁や橋梁の横支材等、５２　ガセットプレート、５３　ブレース材

【図１】 【図２】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２５】
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【図２７】

【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】 【図３２】
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【図３３】 【図３４】

【図３５】 【図３６】
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【図３７】 【図３８】

【図３９】 【図４０】
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